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   三次市学校支援ネットワーク設置要綱の全部を改正する告示  

 
 三次市学校支援ネットワーク設置要綱（平成１８年三次市教育委員会

告示第１３号）の全部を改正する。  

 
 （目的）  

第１条 この告示は，学校だけでは解決が難しい児童生徒の問題行動及

び緊急を要する児童生徒に関する問題について，関係機関，地域等に

よる学校支援ネットワーク（以下「ネットワーク」という。）を組織

し，当該児童生徒及び家庭に対して適切かつ実効的な支援を行うこと

を目的とする。 

（組織） 

第２条 ネットワークは，次に掲げる市内の機関及び団体等で組織する。 

⑴ 広島県三次警察署 

⑵ 少年補導協助員会 

⑶ 広島法務局三次支局 

⑷ 三次地区保護司会 

⑸ 広島県北部こども家庭センター 



⑹ 広島県北部教育事務所 

⑺ 広島県立高等学校 

⑻ 小・中学校 

⑼ 三次市民生委員児童委員協議会 

⑽ 地域サポーター 

⑾ 福祉保健部 

⑿ 子育て支援部 

⒀ 教育委員会 

⒁ ＰＴＡ連合会 

⒂ 前各号に掲げるもののほか，教育委員会が必要と認めた個人又は 

  団体 

（会議） 

第３条 ネットワークは，次に掲げる会議を開催し，関係機関の連携を

図る。 

 ⑴ ネットワーク総会 

 ⑵ ケース会議 

 ⑶ 前条に規定する機関又は団体による連携会議，研修会及び講習会 

 ⑷ 前各号に掲げるもののほか，教育委員会が必要と認めた会議 

（事務局） 

第４条 ネットワークの事務局を教育委員会学校教育課に置き，三次市

こども応援センターの設置及び運営に関する要綱（平成１８年三次市

教育委員会告示第１２号）第２条に規定するこども応援センターの相

談員と連携を図る。 

２ 事務局は，次に掲げる業務を行う。 

⑴ ネットワークの構築 

⑵ 学校支援チームの編成 

⑶ 関係機関及び団体等との連携及び交流 

⑷ 前３号に掲げるもののほか，ネットワークの運営に必要な事項 

 （地域サポーター） 

第５条 第１条に規定する目的を達成するため，中学校区に地域サポー

ターを設置し，学校支援チームの一員として，次に掲げる活動を行う。 



 ⑴ 学校が児童生徒の指導上の課題を適切かつ有効に解決するために，

学校が問題に対して適切に対応できるよう助言を行う。 

２ 地域サポーターは，次に掲げる者のうちから，事務局が関係学校長

と協議のうえ選任する。 

 ⑴ ＰＴＡ会員及びＰＴＡ役員経験者 

 ⑵ 学校評議員又は学校評価委員 

 ⑶ 主任児童委員 

⑷ 民生委員 

⑸ 少年補導協助員 

⑹ 人権擁護委員 

⑺ 前各号に掲げるもののほか，中学校長が適当と認めた者 

３ 教育委員会は，地域サポーターに活動の実績に応じて予算の範囲内

で謝礼を支払うものとする。 

 （学校支援チーム） 

第６条 ネットワークは，第１条に掲げる問題が発生した場合，その都

度，学校支援チームを編成し，問題の解決にあたる。 

２ 学校支援チームは，問題の解決後は解散する。 

 （庶務） 

第７条 ネットワークに関する庶務は，教育委員会学校教育課が行う。 

（その他） 

第８条 この告示に定めるもののほか，必要な事項は，教育委員会が別

に定める。 

附 則 

この告示は，平成２４年４月 日から施行する。 


